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令和５年度農福連携マッチングモデル事業業務委託に係る 

企画提案競技実施要項 

 

 人手不足を解消したい農家や農業法人（以下「農家等」という。）と施設外就労とし

て農業を希望する障害者就労施設とのマッチングを図る。 

 この事業の受託者を選定するための企画提案を下記のとおり募集する。 

 

１ 委託業務名 

  令和５年度農福連携マッチングモデル事業業務委託 

 

２ 委託業務内容 

  令和５年度農福連携マッチングモデル事業業務委託仕様書（以下「仕様書」と

いう。）のとおり。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和６年３月２９日まで 

 

４ 予算額 

  １，３００，０００円 

   ※ 本業務の契約締結に係る上限額（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）であり、予定価格はこの範囲内で別途算定する。 

 

５ 参加資格 

  企画提案競技に参加できる者は、（１）から（８）までに掲げる要件をす

べて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る者でないこと。 

（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定によ

り、埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）企画提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措

置要綱（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

（４）企画提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱

（平成２１年４月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受

けている者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者でないこと、又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただ

し、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査

を受けている者はこの限りではない。 
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（６）法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべ

き税金を滞納している者でないこと。 

（７）埼玉県内又は隣接する都県内に事務所等を置く者であること。 

（８）その他談合等の不正行為が一切ないこと。 

 

６ スケジュール 

  質問の受付期限………………………令和５年１２月１２日（火）午後４時 

  質問に対する回答……………………令和５年１２月１４日（木）正午 

  企画提案競技参加希望書の提出……令和５年１２月１９日（火）午後５時 

  企画提案書の提出期限………………令和５年１２月２１日（木）午後４時 

  企画提案競技結果通知………………令和５年１２月２５日（月） 

 

７ 質問事項の受付 

  本要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期限 

   令和５年１２月１２日（火）午後４時まで 

（２）受付方法 

ア 提出書類 

    質問書（様式１） 

イ 提出方法  

   （ア）電子メールで提出すること。なお、送信後、電話で着信確認をすること。 

   （イ）電話による質問には応じない。 

ウ 提出先 

    埼玉県福祉部障害者支援課 施設支援担当 

     電子メール a3300-03@pref.saitama.lg.jp 

     電 話   ０４８－８３０－３５５６ 

（３）回答方法 

   質問に対する回答は、質問者名を伏せた上で、埼玉県公式ホームページ（本実施

要項を掲載したホームページ）で公開する。 

   ただし、内容によっては以下による方法で回答する場合がある。 

ア 趣旨が同じ質問は、集約して回答する場合がある。 

イ 参加資格に関すること、質問内容又は回答内容が質問者の具体的な提案事項に

密接に関わることは、質問者に対してのみ回答する。 

ウ 質問内容によっては回答しない場合がある。 

エ 回答日時 

  令和５年１２月１４日（木）正午 

 

８ 企画提案競技参加希望書の提出 

  本事業の業務委託の企画提案への参加を希望する場合は、あらかじめ企画提案競技

参加希望書を提出すること。 
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（１）提出期限 

   令和５年１２月１９日（火）午後５時必着 

（２）提出方法 

ア 提出書類 

    農福連携マッチングモデル事業業務委託に係る企画提案競技参加希望書 

    （様式２） 

イ 提出方法  

    電子メールで提出すること。なお、送信後、電話で着信確認をすること。 

ウ 提出先 

  埼玉県福祉部障害者支援課 施設支援担当 

     電子メール a3300-03@pref.saitama.lg.jp 

     電 話   ０４８－８３０－３５５６ 

 

９ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

ア 企画提案書 

  企画提案書の様式は任意とするが、９（２）「企画提案書の記載事項（企画提

案の内容）」及び仕様書に基づいて、Ａ４判・片面（表紙・目次を除き１０頁以

内）で作成すること。 

イ 委託料の見積書 

（ア）「４ 予算額」に掲げる上限額（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）の範囲内で作成し、その合算額（委託料の総額）を明記すること。 

（イ）経費の内訳表も併せて作成すること。なお、経費内訳表の作成に当たり、企

画、調整、研修等の経費区分が分かるものとし、その性質上「一式」以外で

計上できないものを除き、全ての単価を計上すること。 

（ウ）宛名は、「埼玉県知事 大野元裕」とすること。会社印、代表者印は不要。 

（エ）再委託する場合は、再委託先、再委託内容、金額を明記すること。 

ウ 法人等の概要がわかるもの（様式３及び設立趣旨、事業内容のパンフレット

等） 

エ 「５ 参加資格」(１)から(８)のいずれにも該当する旨の誓約書（様式４） 

（２）企画提案書の記載事項（企画提案の内容） 

   仕様書に記載した事項を踏まえ、次の項目について提案を行うこと。 

   なお、企画提案書の作成に際しては、仕様書のどの項目に関する提案かを明確に

記載すること。また、提案に当たっては、「仕様書の内容を具体化したもの」「独

自で上乗せするもの」の区別が明確に判別できるようにすること。 

ア 基本方針 

  本業務を実施する上での基本方針及び特に重要と考えるポイントを記載するこ

と。 

イ 実施体制 

  仕様書の「６ 業務従事者及びスケジュール」の記載内容を踏まえ、具体的な
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体制を提案する。なお、再委託を予定している場合、その予定事業者についても

事業概要（所在地、事業内容等）や役割分担について記載すること。 

  ※ 埼玉県職員と綿密な打合せを随時行える体制を明記すること。 

ウ 実施スケジュール 

  仕様書の「６ 業務従事者及びスケジュール」の記載内容を踏まえ、企画、調

整、研修等に分類し、具体的なスケジュールを提案すること。 

エ 業務の実施方法 

  仕様書の「５ 業務委託の内容」の実施方法について具体的に提案すること。

特に次の点に留意する。 

（ア）実施件数 

   マッチング業務及び指導業務の各項目で実施する件数の目標数値を明記する

こと。 

（イ）事前研修及び実践研修のコンセプト及び内容の企画 

   事前研修及び実践研修のコンセプトを提案すること。また、それに応じた理

想とする研修内容を企画し、提案すること。 

（ウ）事前研修資料 

   参加する障害者や施設職員が作業内容を理解しやすい資料を提案すること。

資料自体ではなく、資料をイメージできるものを提案することでも可とする。 

（エ）その他（追加提案等） 

   上記（ア）から（ウ）の項目以外で、事業効果を高めるための追加提案等が

ある場合は提案すること。 

（３）提案方法 

   書面審査による。（プレゼンテーションによる審査は実施しない） 

（４）提出方法 

   持参又は郵送（郵送の場合は書留とし、提出期限内に必着のこと。） 

（５）提出期限 

   令和５年１２月２１日（木）午後４時必着 

   ※ 必要書類の全てが揃っていないものや、記載内容に不備があり補正すること

ができないものは受理しない。 

（６）提出部数 

  ア 正本 １部 

  イ 副本 ４部（正本を複製すること） 

（７）提出先 

   埼玉県福祉部障害者支援課 施設支援担当 

   〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

   ０４８－８３０－３５５６ 

 

１０ 契約先候補者の決定 

（１）決定方法 

   契約先候補者の選定に当たっては、提出された企画提案書等を、別で定める「委
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託先候補者選定委員会」において、選定委員が提案内容を総合的に審査し、各選定

委員の評価点の合計値が最も高かった提案者を委託先候補者として決定する。 

   審査に当たっては企画提案内容、業務実施能力、業務実施体制、見積額等に基づ

き総合的に評価する。 

（２）審査結果 

   電子メールで令和５年１２月２５日（月）に個別に通知する。なお、審査及び審

査結果についての問い合わせには応じない。 

 

１１ 委託契約の締結 

（１）委託先候補者の選定後、埼玉県と委託先候補者との間で業務履行に必要

な協議を行う。また、協議の際、企画提案の一部について変更を求める場

合もある。 

（２）埼玉県と委託先候補者との間で合意に達した場合は、委託先候補者に選

定された者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査の上、随意契約によ

る委託契約を締結する。委託先候補者と協議が整わない場合や、契約締結

までの間に委託先候補者に事故がある場合等は、選定委員会における次順

位の提案者と改めて協議を行う。 

（３）緊急でやむを得ない理由等により企画提案競技を実施することができな

いと認められるときは、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがあ

る。なお、この場合において当該企画提案競技に要した費用を埼玉県に請

求することはできない。 

 

１２ 契約保証金 

  上記１１により埼玉県と合意に達した委託先候補者（受託予定者）は、埼

玉県財務規則第８１ 条第１項の規定により、契約締結の日までに契約保証

金を納付すること。ただし、上記に関わらず、埼玉県財務規則第８１条第

２項各号のいずれかに該当するときは契約保証金の全部又は一部を免除す

る。 

 

１３ その他 

（１）企画提案競技への参加に係る費用（企画提案書の作成・提出に要する費

用等）については、参加者の負担とする。 

（２）埼玉県に提出された書類については、返却しない。 

（３）県民等からの情報公開の請求に応じて契約の相手方となる企画提案書等

の情報公開を行う場合がある。 

 

１４ 問い合わせ先 

   埼玉県福祉部障害者支援課 施設支援担当 

    電 話 ０４８－８３０－３５５６ 

    電子メール a3300-03@pref.saitama.lg.jp 


